令和８年度佐賀らしい探究学習推進事業業務委託仕様書

　本仕様書は、佐賀県教育委員会（以下「甲」という。）が発注する令和８年度佐賀らしい探究学習推進事業業務（以下「委託業務」という。）を受託する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

１　業務委託の名称
　　令和８年度佐賀らしい探究学習推進事業業務

２  業務委託期間
　　委託契約締結の日から令和9年３月24日まで

３　履行場所 
    甲が指定する県立高校4校及び施設

４　本事業の目的
[bookmark: _Hlk223607124]本事業は、佐賀県教育大綱に掲げる「高い志と佐賀への誇りを持って、自ら考え、判断し、行動できる生徒を育てる」ために、佐賀県全体を学びのフィールドとして、自ら課題を発見し解決に取り組むことを通して、自分で自分のことを決められる骨太でたくましい生徒の育成につながる探究学習を推進するものである。
提案にあたっては、上記の目的を十分理解し、その実現に向けて必要なスキルを身に付けるための教員を対象としたスキルアップ研修及び生徒を対象とした探究合宿を企画する。

５  委託内容 
体験的な学習活動や問題発見・解決的な学習活動、外部機関等と連携した学習活動等の取組の推進を図り、多様な他者と協働しながら課題を解決する探究的な学びの実現に向け、下記の（１）から（４）を実施するものとする。
（1） 探究学習推進に係る県立高校教員のスキルアップ研修
1 対象者
県内県立高校の「総合的な探究の時間」担当教員（普通科）及び「課題研究」担当教員（専門学科）80名程度。
2 日時
・6月中の平日、午後半日（120分程度）で行うものとする。
・日時は、甲が定める。
3 内容
　　　　・探究学習推進に係る基礎知識や生徒の学びの質を向上させるための教員のコーチング・メンタリング等の講義及び演習。
　　　　・探究学習の好事例の紹介。
　　　　・研修終了後に質疑応答の時間を設けること。
　　　　・研修受講者へのアンケートの実施・集計を行うこと。
4 その他
・講師には、探究学習の知見を有する者を手配すること。
　　　　・研修会場は、甲が手配する。
　　　　　※プログラムの内容に対応できる広さの会場を手配する必要があるため、プログラムについては甲に早めに連絡・相談をすること
　（２）探究学習推進に係る県立高校教員への伴走支援
　　　①　対象者
　　　　　甲が指定する県立高校４校の教員
　　　②　期間
・通年
　　　　・研修等を行う場合は、探究学習担当教員と協議の上、日時を決定する。
　　　③　内容
・探究学習における生徒の実態や学校として育成を目指す資質・能力に基づく支援・助言を行うこと。
・各対象校の教員60名程度に対し、年２回程度、探究学習推進に係る研修を実施すること。研修内容は、甲及び対象校の探究学習担当教員と検討するものとする。
　　　　・探究学習担当教員に対し、必要に応じてオンライン等の方法を用い、相談等への支援を行うこと。
　（３）甲に対する探究学習推進に係る支援
　　　・本事業に係る甲の相談に対するアドバイス業務を行うこと。
　　　・担当指導主事とともに、必要に応じて対象校を訪問し現状把握に努める。
（4） 対象校の生徒を対象とした探究合宿の実施 
① 対象者
  　　甲が指定する対象校１校あたり生徒４名程度（計20名程度）
2 日時
・夏季休業中に1泊２日で行うものとする。
・日時は、甲が定める。
3 内容
・学校横断的なチームを編成し、フィールドワーク等を通して問題発見・解決的な学習活動を行うものとする。
・活動時間は、1日目は10時から20時まで、2日目は９時から16時までとする。
・概ね、1日目（AM）座学、（PM）フィールドワーク、2日目（AM）検討会、（PM）発表会（審査・講評等含む）の流れで計画すること。
4 その他
・宿泊施設及び弁当は、甲が手配する。
・担当指導主事等２名が同行する。
・探究学習の知見を有する専門家や生徒の活動を支援するチューターを手配すること。
・フィールドワークや検討会等において、探究的な課題の解決に取り組むための支援・助言を行うこと。その際、対象校の教員や担当指導主事が生徒の活動等を参観することがある。
・合宿に係る教材費等は、乙が負担すること。
・合宿に係る必要な保険については、乙が加入すること。

６　実績報告
　　委託業務の完了後、令和９年３月24日までに甲に提出すること。
　（１）業務実績報告書
　（２）アンケート結果（集計データ（紙及びExcel））
　（３）相談受付・対応記録（紙及び電子データ（Word又はExcel））

７　委託料の支払い方法
　　完了払

８　その他
・研修・講座等を実施する場合、その内容については学習指導要領「総合的な探究の時間」の趣旨から逸脱しないよう配慮すること。
・上記業務内容は契約締結時点のものであり、業務を実施して行くに当たり、詳細については甲との協議により随時、決定していく。
・上記のほか、各業務を実施するにあたり、他の手法や更に必要な業務等がある場合は、幅広く提案・実施すること。ただし、いずれの業務も予算の範囲内で行うこと。
・業務にあたっては、著作権、肖像権等に配慮するとともに、個人情報保護について関係法令等を遵守すること。
・本事業の成果物の著作権は、甲に帰属するものとする。なお、委託内容に係る参加生徒及び参加教員が制作した著作物を使用する際は、甲又は必要に応じて参加生徒や参加教員に許可を得ること。
・非常変災等を含め、やむを得ない事情により内容を変更する場合及び本仕様書に記載のない事項の実施及び解釈については、甲と乙が適宜協議して定めるものとする。

